
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第５次 

輪之内町地域情報化計画 
 

（第１次ＤＸ推進計画） 
 

輪之内町 

概要版 

『誰ひとりとして取り残されることのない、 

安心で便利なデジタル社会づくり』 

を目指して！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

平成 10（1998）年 輪之内町地域情報化計画（第１次） 

～ＷＩＮわのうち～ 

平成 22（2010）年度 輪之内町地域情報化計画（第２次） 
 
〇高速情報通信基盤（光ファイバ網）整備等 
〇光サービスの開始（平成 23年４月～） 

平成 25（2013）年度 第３次輪之内町地域情報化計画 

『「人」と「人」、「人」と「情報」が光でつながるまち』 
 
〇光ファイバ網の有効活用等による情報化の推進 

平成 30（2018）年度 第４次輪之内町地域情報化計画 

いつでも どこでも だれでも ～つながるネットワーク～ 
 
〇豊かな暮らしを支えるＩＣＴ利活用 

〇安心・安全を支えるＩＣＴ利活用 

〇地域を支える行政のＩＣＴ利活用向上 

令和５（2023）年度 第５次輪之内町地域情報化計画 

※第１次ＤＸ推進計画 

 

 本町では、これまで４次にわたり「地域情報化計画」を策定し、情報化社会の進

展に適応すべく様々な取り組みを進めてきました。 

 一方国においてはこれまでの情報化政策を抜本的に見直し、コロナ禍におけるデジ

タル社会の形成を推進するため、ＩＴ基本法に代わる新たな基本法である「デジタ

ル社会形成基本法」が令和２（2020）年に制定され、来たるべきデジタル社会へ

の対応を進めています。 

 こうしたデジタル社会への流れが急激に進む中、本町の情報化も先を見据えて取り

組む必要があることから、これまでの本町の取り組みを踏まえ新たな情報化計画を作

成しました。 

 また、これまで本町は住民視点としての「地域情報化」を進めてきましたが、「デジタ

ルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが

実現できる社会」の実現を目指す国の方針を踏まえるとともに、「情報技術の浸透

が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と定義されているＤＸの

展開を見据え、「第１次ＤＸ推進計画」を副次的な計画名としています。 

第５次地域情報化計画の趣旨と目的 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 本計画は、「輪之内町第六次総合計画」との整合を図るとともに、＜まちの将来像

＞「自然と住みやすさが共存でき、子どもがのびのびと育つまち」を実現するための、各

分野での情報化施策を進めていくための計画です。 

輪之内町第六次総合計画 （令和４（2022）年度～令和 13（2031）年度） 

 
＜まちの将来像＞ 

「自然と住みやすさが共存でき、子どもがのびのびと育つまち」 

整  合 

整

合 

 

反

映 

 

第５次輪之内町地域情報化計画 

（第１次ＤＸ推進計画） 

（令和５（2023）年度～令和９（2024）年

国の計画・法律 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

県の計画 

 

 

 

継 
 

承 

 

デジタル社会の実現に向けた改
革の基本方針 

デジタル社会形成基本法 

デジタル改革関連法 連  携 整  合 

官民データ活用推進基本法 
輪之内町まち・ 

ひと・しごと 

創生総合戦略 

輪之内町 

分野別個別計画 
自治体ＤＸ推進計画 

第４次輪之内町 

地域情報化計画 

反
映 

（
今
後
） 

デジタル田園都市国家構想 

岐阜県デジタル･トランスフォ
ーメーション推進計画 

計画の位置付け 

 

 

 

 

 

年 度 
和 暦 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 令和９ 令和 10 令和 11 令和 12 令和 13 

西 暦 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
          
輪之内町 
地域情報化計画 

（ ＤＸ推進計画） 

         

          

輪之内町 
第六次総合計画 

 

 

        

 

 

        

 

第５次地域情報化計画 
（第１次ＤＸ推進計画） 

次期地域情報化計画 
（次期ＤＸ推進計画） 

基本構想（R5～R13） 

前期基本計画（R4～R7） 中期基本計画（R8～R10） 後期基本計画 
（R12～R13） 

 

 本計画の期間は、令和５（2023）年度から令和９（2024）年度の５年間です。 

計画の期間 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 情報化をさらに進めたデジタル化に関する国・県・社会の動向、住民等のニーズを

総合的に検討し、 

安全・安心につながるデジタル化 

利便性向上につながるデジタル化 

行政の効率化・高度化につながるデジタル化 

を３つの柱とし、「誰ひとりとして取り残されることのない、安心で便利なデジタル社会

づくり」を基本方針とします。 

計画の方針 

安全・安心につながる 

デジタル化 

利便性向上につながる 

デジタル化 

行政の効率化・高度化に 

つながるデジタル化 

誰ひとりとして取り残されることのない、 

安心で便利なデジタル社会づくり 

将来像 

目指す姿 

◎「安全・安心につながるデジタル化」の推進により、 

どこよりも早く災害情報が住民に伝わる輪之内町 
の実現を図ります。 

 

◎「利便性向上につながるデジタル化」の推進により、 

だれもが情報化社会の利便性を享受する輪之内町 
の実現を図ります。 

◎「行政の効率化・高度化につながるデジタル化」の推進により、 

どこよりも進んだスマート自治体輪之内町 
の実現を図ります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本町及び町民の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にします。 

 気候変動とその影響に立ち向かうため、安全・安心の形成に向けた対策を推進します。 

 

 

 

推進施策１ 

 安全・安心の推進 
 

主要施策 

①防災・防犯への対応 

②情報セキュリティの確保 

③デジタルデバイド対策の充実 

主要施策１－① 防災・防犯への対応 

〔主な取り組み〕 

○避難行動要支援者への支援に係るシステムの運用 

○被災者支援システムの運用（罹災証明発行に係るシステム導入） 

○文字放送システム・緊急 L 字放送の円滑な運用 

○防災情報・防犯情報の統一性に留意した配信 

○町内防犯カメラの設置支援 

主要施策１－② 情報セキュリティの確保 

〔主な取り組み〕 

○町民（特に高齢者）への情報セキュリティ・リテラシーなどの啓発 

○消費者被害の防止に向けた情報提供の充実 

主要施策１－③ デジタルデバイド対策の充実 

〔主な取り組み〕 

○デジタル活用支援講習会の開催 

○わのうちスマイルチャンネルの充実（コンテンツの充実） 

推進施策１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あらゆる年齢のすべての町民の健康的な生活を確保し、福祉を推進します。 

 すべての町民に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、情報化を学ぶ機会を提供します。 

 

 

 

推進施策２ 

  
推進施策２ 利便性の向上 

主要施策 

①子育て支援のデジタル化  ②教育のデジタル化 

③公共交通のデジタル化   ④介護・福祉のデジタル化 

⑤申請・手続きのデジタル化 ⑥通信インフラ・ＣＡＴＶの充実 

主要施策２－① 子育て支援のデジタル化 

〔主な取り組み〕 
○子育て専用アプリ等の充実  ○ＩＣＴを活用した子育て相談対応の検討 
○子育て関連施策の各申請手続のオンライン化・ワンストップ化の推進 

主要施策２－② 教育のデジタル化 

〔主な取り組み〕 
○小中学校におけるプログラミング教育の推進 ○学校施設へのＪ-ＡＬＥＲＴ整備 
○子ども及び保護者への情報セキュリティ・リテラシーなどの教育 

主要施策２－③ 公共交通のデジタル化 

〔主な取り組み〕 
○ＭａａＳ（ＡＩオンデマンド交通等次世代モビリティサービス）の研究 
○公共交通利用の啓発活動や潜在需要を掘り起こす取り組みの推進 

主要施策２－④ 介護・福祉のデジタル化 

〔主な取り組み〕 
○介護ソフトやタブレット端末の導入支援の検討 
○オンラインによる健康教育・健康相談の推進 
○国民健康保険・後期高齢者医療保険・年金事務の各申請手続のオンライン化・ 

ワンストップ化の推進 

主要施策２－⑤ 申請・手続きのデジタル化 

〔主な取り組み〕 
○各種申請手続のオンライン化の推進  ○「ぴったりサービス」の住民への周知 
○オンライン相談サービスの充実による、来庁不要の役場づくりの推進 
○全庁的なワンストップ窓口の推進   ○公金納付方法の多様化）の推進 
○マイナンバーカードを用いたコンビニエンスストア等での証明書発行の推進 

主要施策２－⑥ 通信インフラ・ＣＡＴＶの充実 

〔主な取り組み〕 
○わのうちアプリの開発・運用の検討  ○５Ｇ整備エリアの拡大促進 
○輪之内町ホームページ スマートフォン用ページの改善と配信 
○紙媒体の広報への二次元コード掲載とＷｅｂページへのリンクの推進 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 情報化を通じて、町民間の格差を是正します。 

 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、町民と行政のパートナーシップを活性化します。 

 

 

 

推進施策３ 

  
推進施策３ 行政の効率化・高度化 

主要施策 

①標準化・クラウド化への対応 

②マイナンバーカードの利活用 

③情報リテラシーの向上 

④情報セキュリティの確保（再掲） 

主要施策３－① 標準化・クラウド化への対応 

〔主な取り組み〕 

○基幹系情報システムの標準化仕様に適合したシステムへの移行完了 

○個別システムのクラウドサービスへの移行推進 

○デジタル化に対応するためのＢＰＲの推進 

主要施策３－③ 情報リテラシーの向上 

〔主な取り組み〕 

○情報（デジタル）リテラシーの向上に向けた、職員のリスキリングの推進 

○情報化（デジタル化）推進リーダーの育成 

主要施策３－④ 情報セキュリティの確保 

〔主な取り組み〕 

○最新動向を踏まえた情報セキュリティポリシー等の見直し 

○庁内における情報セキュリティ対策の推進（技術的対策、人的対策の強化） 

主要施策３－② マイナンバーカードの利活用 

〔主な取り組み〕 

○マイナンバーカードの普及促進 

○生活支援・産業振興などを目的とした自治体マイナポイントの活用検討 

○マイナンバーカードの町民カード化の推進 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔主な用語〕 

ＤＸ デジタル・トランスフォーメーション（Digital Transformation）の略。「ＤＸ」と表記される

のは、英語圏では交差するという意味を持つ「trans」を「Ｘ」と略すことがあるため。ＩＴの

浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるとされている。 

デジタルデバイド インターネット等の情報通信技術（ICT）を利用できる人と利用できない人との間にもたらされ

る格差のこと 

情報セキュリティ 組織や団体、企業等の秘密や個人情報などの情報を守ったり、その情報を扱う情報システムを

守ること。 

リテラシー 「読み書きの能力」を意味するが、現在では「ある分野に関する知識や能力を活用する力」を

指している。ＩＴ（情報）リテラシーは、情報を主体的に利用する能力のこと。 

ワンストップ化 複数の場所や担当に分散していた関連する手続きやサービスなどを、一ヵ所でまとめて提供す

ること。自治体が、関連する手続きの窓口を一本化すること。 

ぴったりサービス 地方公共団体が提供している行政サービスを検索したり、住んでいる地方自治体の行政サービ

スの検索や、様々な申請・届出について確認でき、オンライン申請もできるサービスのこと。 

リスキリング Reskilling。職業能力における再教育や再開発を意味する。人材を再教育（リスキリング）し

て再配置し、新たな雇用機会の創出につなげるという考え方。 

 

 

 

 

 

 

 

○計画の推進にあたっては、行政に住民・企業・学識者が加わった「輪之内町地域

情報化推進委員会」を通じて、全庁的に取り組んでいきます 。 

○「輪之内町地域情報化推進委員会」では、計画の進捗状況の確認や必要に応

じ見直し等を行います。 

推進体制 

 

○毎年度ＰＤＣＡサイクルを確立することで、計画期間を通して外部環境の変化の

速さに対応した取り組みを展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進捗管理 

第５次輪之内町地域情報化計画（第１次ＤＸ推進計画）     令和５（2023）年３月 

発行 輪之内町   企画・編集 経営戦略課 

〒503-0292 岐阜県安八郡輪之内町四郷 2530-1 

TEL 0584-69-3126(直通) FAX 0584-69-3119 mail／keiei@town.wanouchi.lg.jp 


